
10月は行政書士制度広報月間、法の日（1日）

　さまざまなトラブルや疑問などでお悩みのかたは、この機会にご相談ください。なお、相談内容がどの相談に該当す
るか分からない場合も受け付けで案内しますので、安心してお越しください（予約不要）。

と　き
ところ

10月16日（土）午前9時30分～正午 （受け付けは9時15分～11時30分）
市役所1～3階（1階で受け付け）

相談の種類（相談員） 内容
登記・法律相談（司法書士） 相続、債務、簡易裁判所の民事訴訟に関する相談など

行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きに関する問い合わせなど

行政書士による無料相談
（行政書士）

戸籍関係の届け出・相続、家や自動車を購入する際の申請、建設・土木関連・土
地利用に関する許可申請、独立開業などの許可申請、官公署に提出する許認
可書類の作成・提出など

不動産相談（不動産相談員） 不動産全般に関する相談
人権こまりごと相談
（人権擁護委員）
こども・子育て相談
（家庭児童相談員）

いじめ、差別、家庭内や近隣とのもめごとなど、人権に関する問題や悩みごと

18歳までのお子さんについての相談、子育て中の悩みや家庭でのさまざまな問
題など

青少年とその保護者の悩みごと
相談（少年センター相談員。

電話相談のみ）

児童・生徒、青年とその保護者が抱え
る家庭や学校、社会生活での困りご
とや悩みごと　

行政相談（行政相談委員）
消費生活相談

（消費生活相談員）
悪質商法の被害、契約や取引に関するトラブル、商品の使用による事故、商品・
サービスに関する苦情、多重債務（借金）の相談など

0120-48-7830
な や み ゼ ロ

携帯電話からは☎0561-52-0700

問い合わせ先／市役所暮らし政策課暮らし政策係 ☎76-8155

問い合わせ先／市役所市民課市民係 ☎76-8130

身近な場所で申請

通知カード
交付を受けていない場合や紛失した場合は不要

マイナンバーカードは申請してから1カ月～1カ月半程度でできます。できたカードは申請者本人が
市役所か自宅に郵送（本人限定受取郵便）で受け取ることができます

全日午後2時～4時

と き ・
と こ ろ

対 象 者

持 ち 物

受け取り

新池交流館ふらっと 研修室
イトーヨーカドー尾張旭店
あさぴー・ハトソンくん出会いの広場
瑞鳳公民館 第1集会室
渋川公民館 研修室
本地原公民館 研修室

12日（火）

13日（水）

14日（木）
19日（火）
20日（水）

旭台集会所
平子公民館 研修室
霞ケ丘ふれあい会館 集会室
旭丘公民館 集会室
イトーヨーカドー尾張旭店
あさぴー・ハトソンくん出会いの広場

21日（木）
9日（火）
10日（水）
17日（水）

18日（木）

10
月 11

月

10
月

次の要件を全て満たすかた●本市に住民登録がある●申請から2カ月以内に住所異動などの予定が
ない●マイナンバーカードを初めて申請する

本人確認書類
顔写真付き本人確認書類（運転免許証、パ
スポートなど）を1点か、健康保険証、介護保
険証、後期高齢者医療保険証、年金手帳、
子ども医療費受給者証などを2点（いずれも
有効期限内のものに限る）

個人番号（マイナンバー）カード交付申請書
手元にない、または氏名・住所が最
新でない場合は、当日再発行に時間
がかかるため、事前に電話か右記二
次元コードから再発行をお申し込み
ください

住民基本台帳カード
お持ちのかた

写真撮影も
行います

相談無料
秘密厳守

8種類の相談会を
同時開催
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